
九州大学伊都診療所諸料金規程 

平成３０年度九大規程第９４号 

制  定：平成３１年 １月３１日 

最終改正：令和 ５年 ２月２８日 

（令和４年度九大規程第４９号） 

（趣旨） 

第１条 九州大学伊都診療所（以下「診療所」という。）で徴収する診療等に関する料金の

額及びその徴収方法については、この規程の定めるところによる。 

（診療等の料金）  

第２条 診療所で徴収する診療等の料金は、別表に掲げるもののほか、診療報酬の算定方

法（平成２０年厚生労働省告示第５９号）の別表第１医科診療報酬点数表の別表に定め

る点数（以下「診療報酬点数」という。）に１０円を乗じて得た額とする。ただし、交通

事故における自費診療（社会保険診療以外の診療又は労働者災害補償保険法（昭和２２

年法律第５０号）、国家公務員災害補償法（昭和２６年６月２日法律第１９１号）等に基

づく業務、公務若しくは通勤による災害における診療以外の診療をいう。）については、

診療報酬点数に２０円を乗じて得た額とする。 

２ 前項に定める診療等の料金（別表に掲げるものを除く。）のうち、消費税法（昭和６３

年法律第１０８号）の規定により消費税が課されるものについては、その額に１００分

の１１０を乗じて得た額とする。 

３ 社会保険、社会福祉等関係法令に基づく患者又は費用負担等について特段の協定等を

行っている患者に係る診療等に関する料金の額及びその徴収方法は、前２項に定めると

ころによるほか、当該法令又は協定等の定めるところによる。 

４ 前３項の規定にかかわらず、同項の規定により難いものについては、個々の診療等の

料金徴収の都度総長が定める。 

（料金の徴収方法）  

第３条 患者にかかる診療等の料金は、原則として前納とする。 

（雑則）  

第４条 この規程に定めるもののほか、諸料金の徴収等に関し必要な事項は、診療所の長

が別に定める。 

附 則 

この規程は、平成３１年２月１日から施行する。 

  附 則（平成３１年度九大規程第３号） 

この規程は、令和元年５月１日から施行する。 

  附 則（令和元年度九大規程第８７号） 

この規程は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則（令和３年度九大規程第５４号） 

この規程は、令和３年７月１５日から施行する。 

附 則（令和４年度九大規程第４９号） 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。  



別表 

区  分 料金(円) 

１．文書料（法令に基づき無料で交付すべきものを除く）  

 ・診断書料              １通につき 

  

 ・特殊診断書料            １通につき 

 ・証明書料              １通につき  

 ・特殊証明書料            １通につき 

  

２．予防接種料 

・インフルエンザＨＡワクチン     １回につき 

 ・肺炎球菌ワクチン          １回につき 

 ・麻しん・風しん混合ワクチン     １回につき 

 ・髄膜炎菌ワクチン（メナクトラ筋注） １回につき 

 

３．診療録等複写料（電子式複写）    １枚につき 

 

４．ＣＤ－Ｒ複写料           １枚につき 

 

 

2,200 

     (2,000) 

7,700 

2,200 

5,500 

    

 

3,500 

5,900 

 8,900 

24,000 

 

   20 

        (19) 

1,100 

     (1,000) 

 

備考 

１ 消費税法で非課税とされる療養若しくは医療又はこれらに類するものとしての資

産の譲渡等に該当する場合については括弧内の料金とする。 

２ 文書料に係る有料文書の種類及び無償で交付する文書（診療所において行う診療

等に係る文書に限る。）については、九州大学病院諸料金規程施行細則（平成１６年

度九大細則第１７号）第３条の規定を準用する。 


